
広告欄

申請時において、八重瀬町に在住する満６５歳以上の方
住民税非課税世帯の方または住民税均等割のみ課税世帯の方
介護保険の認定を受けておらず、介護保険料の滞納がないこと
地域包括支援センターと協議し、福祉用具等が必要であると認められた方
過去２年以内に、この助成事業を利用していないこと

高齢者の居宅における生活支援の為の福祉用具等購入支援事業高齢者の居宅における生活支援の為の福祉用具等購入支援事業
介護保険の認定を受けておらず、要支援・要介護状態になるおそれのある６５歳以上の町民に対し

て福祉用具等の購入費の一部を助成し、自立した生活が続けられるよう支援します。

1.対象者
以下のすべての要件を満たす方

「補聴器」の購入費助成は、以下の追加要件があります
聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方
耳鼻咽喉科の医師から、補聴器の使用の必要性が認められた方（医師意見書の提出）
※４分法で、両耳が中等度難聴（４０ｄＢ以上７０ｄＢ未満）以上を基準としています。

2.助成内容
以下の物品を購入する際に、購入費の９割（上限あり）を補助します。（１割は自己負担）

※助成決定前に購入した物品は、助成対象になりません。

助成例①：５万円の歩行器（福祉用具）を購入 → ９割の『４万５千円』を助成
助成例②：３万円の杖（福祉用具）＋７万円の歩行器（福祉用具）を購入

→ 計１０万円のうち「上限額８万円」の９割 → 『７万２千円』を助成
助成例③：７万円の歩行器（福祉用具）＋３万円の補聴器（サポート物品）

→ 各々の購入額の９割（６万３千円＋２万７千円）→ 『９万円』を助成

福祉用具（上限8万円）
杖、歩行器、シャワーチェアなどの

福祉用具の購入費の一部を助成

サポート物品（上限3万円）
認知機能が低下し鍋こがし等が

心配される方へ電磁調理器や、聴力
が低下してきた方へ補聴器などの
購入費の一部
を助成

手続きの流れなど
詳細は、町ホーム
ページを
ご覧くだ
さい⇒

《 お問い合わせ｜社会福祉課｜☎098-998-9598 》
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仲介 買取

（糸満ロータリー近く）
お問い合わせお待ちしております

土地・戸建の売却相談お気軽に！
相談・査定はもちろん無料です！

ホームページ

県内5店舗！テレビCM放送中！

●一度残高不足等で振替されなかった税の再振替はできません。振替日の前日（１９日）までに
残高の確認をお願いいたします。

●口座振替日は納期月の２０日ですが、２０日が土日祝日の場合は、翌営業日の振替になります。
●町県民税及び固定資産税の一括口座振替日は第１期納期月となります。口座振替日に振替
ができなかった場合、再振替えはできませんのでご注意ください。また、期毎の振替えの場合
も同様となります。納付する場合は、税務課でご相談ください。

※　口座振替されている方へ　※※　口座振替されている方へ　※

令和8年度 町税納期カレンダー
納期内に納付しましょう。口座振替の方は、毎月１９日（振替日の前日）までに残高確認をお願いします。

口座振替を利用すると、納期限の日（土日祝日の場合は翌営業日）に自動的に納付されます。
口座振替は、町内の金融機関でお申し込みできます。町外の金融機関で申込みされる場合は、

税務課までお問い合わせください。

納税に便利な口座振替を利用しましょう！

《 お問い合わせ｜税務課 収納班｜☎098-998-2700 》

生活保護法の規定により扶助を受けている者、またはそれに準ずると認められる
もので公的扶助を受けている者は、固定資産税の減免を受けることができます。
身体障碍者等が利用する車両は軽自動車税の減免を受けることができます。

固定資産税の減免

軽自動車税の減免

※　町税は納期限までに納付を　※
納期限までに納付されない場合は、督促状が送付され、１００円の督促手数料がかかります。

また、延滞金が年９．１％※納期限の翌日より１カ月間は年２．８％（令和８年１月現在）の割合で加
算され、負担が増える事になります。さらに、督促状の指定期日を過ぎても納付がない場合は、
財産の調査や、滞納処分を行うことがあります。納期限までに納付できない特別な事情がある
方は、税務課までご連絡ください。

現金を持って納付に行く
必要がありません。

安　心 簡　単
納税通知書、通帳、届出

印を用意すれば申込みで
きます。

確　実
自動的に口座から引き落

としされるので納め忘れが
ありません。

軽自動車税

固定資産税

町県民税
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令和8年度

◎毎年4月1日に、軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊
　自動車・原動機付自転車の所有者名義人に課税されます。
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